
 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 238） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 238） 

 
 

 

第     号 

所 
在 

地 

 
平成  年  月  日 

名 

 
称 

  

代氏
表 

者名 殿 

 

日 本 橋 税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認通知書（承認） 

 

 

 

貴社から平成  年  月  日付でされた租税特別措置法第５条の２及び同法第 67 条

の 17 に規定する適格外国仲介業者の承認申請については、これを承認しましたから通知し

ます。 

 

 この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に 

    税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

 

 

15．07 改正 
 

（

規

格

Ａ

４

） 

第     号 

所 
在 

地 

 
平成  年  月  日 

名 

 

称 

  

代氏

表 

者名 殿 

 

日 本 橋 税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認通知書（承認） 

 

 

 

貴社から平成  年  月  日付でされた租税特別措置法第５条の２に規定する適格

外国仲介業者の承認申請については、これを承認しましたから通知します。 

 

 この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して２月以内に 

    税務署長に対して異議申立てをすることができます。 

 

 

17．06 改正 
 

（

規

格

Ａ

４

） 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 239）                  （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 239） 

 
 

 

第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 

称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

日 本 橋 税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認申請の却下通知書（却下） 

 

 

 

貴社から平成  年  月  日付でされた租税特別措置法第５条の２及び同法第 67 条

の 17 に規定する適格外国仲介業者の承認申請については、次の理由により却下しましたか

ら通知します。 

 

（理由） 

□ 申請書類に不備又は不実の記載があること 

 

□ 国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること 

 

□ 振替国債及び分離振替国債に関する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うことが困

難と認められること 

 

□ その他（                                ） 

 

 

 

 

 

17．03 改正 
 

（

規

格

Ａ

４

） 

第     号 

所 
在 
地 

 
平成  年  月  日 

名 
 

称 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

日 本 橋 税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認申請の却下通知書（却下） 

 

 

 

貴社から平成  年  月  日付でされた租税特別措置法第５条の２に規定する適格

外国仲介業者の承認申請については、次の理由により却下しましたから通知します。 

 

（理由） 

□ 申請書類に不備又は不実の記載があること 

 

□ 国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること 

 

□ 振替国債及び分離振替国債に関する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は

特定振替機関等に対して振替記載等がされた日等の通知を行うことが困難と認めら

れること 

 

□ その他（                                ） 

 

 

 

 

 

17．06 改正 
 

（

規

格

Ａ

４

） 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 240）                  （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 240） 

 
 

 

第     号 

所 
在 

地 

 
平成  年  月  日 

名 

 

称 

  

代氏

表 

者名 殿 

 

日 本 橋 税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認取消通知書（取消） 

 

 

 

貴社は、租税特別措置法第５条の２第６項及び同法第 67 条の 17 第５項に規定する次の事実

が生じたものと認められますから、同法第５条の２第７項及び同法第 67 条の 17 第６項の規定

に基づき適格外国仲介業者の承認を取り消しましたから通知します。 

 

（該当事実） 

□ 申請書類に不備又は不実の記載があること 

 

□ 国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること 

 

□ 振替国債及び分離振替国債に関する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うことが困

難と認められること 

 

□ その他（                                ） 

 

 

 

 

 

17．03 改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第     号 

所 
在 

地 

 
平成  年  月  日 

名 

 

称 

  

代氏

表 

者名 殿 

 

日 本 橋 税 務 署 長        

財務事務官            

○印     

 

 

適格外国仲介業者の承認取消通知書（取消） 

 

 

 

貴社は、租税特別措置法第５条の２第６項に規定する次の事実が生じたものと認められます

から、同法第５条の２第７項の規定に基づき適格外国仲介業者の承認を取り消しましたから通

知します。 

 

（該当事実） 

□ 申請書類に不備又は不実の記載があること 

 

□ 国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること 

 

□ 振替国債及び分離振替国債に関する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は

特定振替機関等に対して振替記載等がされた日等の通知を行うことが困難と認めら

れること 

 

□ その他（                                ） 

 

 

 

 

 

17．06 改正 

（

規

格

Ａ

４

） 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 121） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 121） 

 
 

 

国税関係帳簿

国税関係書類
の電磁的記録等による保存等の承認通知書

 

１ 使用目的 

「国税関係帳簿 
の電磁的記録等による保存等の承認通知書」は、電子帳簿保存法の規定に基づく承認申請について、その 国税関係書類」 

全部又は一部の承認をする場合に使用する。 

なお、通知書は、複写により２部作成し、１部を決議書に添付し、他の１部を申請者に送付する。 

(注)1 帳簿、書類及びスキャナ保存に係る通知はそれぞれ別葉とする。 

2 帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る承認申請を承認する場合（例えば、一部の帳簿について電

帳法第４条第１項の承認を、また、他の帳簿について電帳法第５条第１項の承認をする場合）には、別葉とする。 

3 一部承認の通知書を作成する場合には、併せて、一部却下の通知書を作成することに留意する。 

２  記載要領 

項  目 内               容 

標      題 
｢国税関係帳簿        「その全部   「国税関係帳簿 

並びに通知文の      及び        の各箇所については、承認 国税関係書類」        下  記」   国税関係書類」 
の態様に応じて不要な文字を二重線で抹消する。 

か      ら 申請者に応じて「貴法人」､「あなた」又は「貴団体」等と記載する。 

平成 

 年 月 日付 

この承認に係る申請書が提出された年月日を記載する。 

 

第  条第  項 

 

申請書の本文に記載された承認の適用条項（法第４条１項、同条第２項、同条第３項、第５条第

１項、同条第２項又は同条第３項）を記載する。 

（承認対象の国税

関係帳簿又は国

税関係書類） 

 

申請の一部を承認する場合に、その対象とする国税関係帳簿書類の名称等を申請書に記載された

名称等に基づいて記載する。 

(注) 申請の全部を承認する場合には､｢記｣及び｢(承認対象の国税関係帳簿又は国税関係書類)｣を

二重線で抹消する。 

 

国税関係帳簿

国税関係書類
の電磁的記録等による保存等の承認通知書

 

１ 使用目的 

「国税関係帳簿 
の電磁的記録等による保存等の承認通知書」は、電帳法の規定に基づく承認申請について、その全部又 国税関係書類」 

は一部の承認をする場合に使用する。 

なお、通知書は、複写により２部作成し、１部を決議書に添付し、他の１部を申請者に送付する。 

(注)1 帳簿に係る通知と書類に係る通知は別葉とする。 

2 帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る承認申請を承認する場合（例えば、一部の帳簿について電

帳法第４条第１項の承認を、また、他の帳簿について電帳法第５条第１項の承認をする場合）には、別葉とする。 

3 一部承認の通知書を作成する場合には、併せて、一部却下の通知書を作成することに留意する。 

２  記載要領 

項  目 内               容 

標      題 
｢国税関係帳簿        「その全部   「国税関係帳簿 

並びに通知文の      及び        の各箇所については、承認 国税関係書類」        下  記」   国税関係書類」 
の態様に応じて不要な文字を二重線で抹消する。 

か      ら 申請者に応じて「貴法人」､「あなた」又は「貴団体」等と記載する。 

平成 

 年 月 日付 

この承認に係る申請書が提出された年月日を記載する。 

 

第  条第  項 

 

申請書の本文に記載された承認の適用条項を記載する。 

（承認対象の国税

関係帳簿又は国

税関係書類） 

 

申請の一部を承認する場合に、その対象とする国税関係帳簿書類の名称等を申請書に記載された

名称等に基づいて記載する。 

(注) 申請の全部を承認する場合には､｢記｣及び｢(承認対象の国税関係帳簿又は国税関係書類)｣を

二重線で抹消する。 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 122） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 122） 

 
 

 

国税関係帳簿 

国税関係書類 
の電磁的記録等による保存等の承認申請の却下通知書 

 
１ 使用目的 

「国税関係帳簿 
の電磁的記録等による保存等の承認申請の却下通知書」は、電子帳簿保存法の規定に基づく承認申請 国税関係書類」 

について、その全部又は一部の却下をする場合に使用する。 

なお、通知書は教示文とともに、複写により２部作成し、１部を決議書に添付し、他の１部を申請者に送付する。 

(注)1 帳簿、書類及びスキャナ保存に係る通知はそれぞれ別葉とする。 

2 帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る承認申請を却下する場合（例えば、一部の帳簿について

電帳法第４条第１項の承認申請の却下を、また、他の帳簿について電帳法第５条第１項の承認申請の却下をする場

合）には、別葉とする。 

3 一部却下の通知書を作成する場合には、併せて、一部承認の通知書を作成することに留意する。 

２  記載要領 

項  目 内               容 

標 題 

 

 

「国税関係帳簿        「その全部   「国税関係帳簿 
並びに通知文の      及び        の各箇所については、 国税関係書類」         下記１」   国税関係書類」 

却下の態様に応じて不要な文字を二重線で抹消する。 

か ら 申請者に応じて「貴法人」､「あなた」又は「貴団体」等と記載する。 

平成 

 年  月 日付 

この却下に係る申請書が提出された年月日を記載する。 

 

第   条第   項 申請書の本文に記載された承認の適用条項（法第４条１項、同条第２項、同条第３項、第５

条第１項、同条第２項又は同条第３項）を記載する。 

（同法第９条におい

て準用する） 

 

申請書の本文に記載された承認の適用条項が電帳法第４条第１項、同条第２項又は同条第３

項である場合には二重線で抹消し、同法第５条第１項、同条第２項又は同条第３項である場合

には、「 （」及び「) 」を二重線で抹消する。 

第６条第３項 

第  号 

却下の理由に応じて、電帳法第６条第３項の該当号を記載する。 

 

却 下 の 対 象 

 

 

申請の一部を却下する場合に、その対象とする国税関係帳簿書類の名称等を、申請書に記載

された名称等に基づいて記載する。 

(注) 申請の全部を却下する場合には、｢1 却下の対象」を二重線で抹消する。 

却 下 の 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

却下の理由を記載する。 

この場合、却下対象の国税関係帳簿書類について、 

① 法第６条第３項第１号該当の場合には、同号に規定された各事実 

②   〃    第２号該当の場合には、電磁的記録の備付け又は保存が同法第４条第１項、

第２項又は第３項に規定する財務省令第３条第１項から第６項に定めるところに従って行わ

れないと認められる相当な理由 

があることを、却下対象の国税関係帳簿書類に応じて（複数の国税関係帳簿書類を却下対象と

する場合で、却下の事由が同じであるときは、取りまとめて)､具体的に記載することに留意す

る。 

(注) この箇所に書ききれない場合は､｢別紙のとおり｣と記載し、別紙に上記の内容を記載す

る。 

調査担当者の表示 

 

 

「この通知に係る処分は、   の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所は、国税

局の職員の調査に基づいて行う処分である場合には、その国税局名を記入し、その他の場合に

は、この欄の全部を二重線で抹消する。 

（ 以 下 省 略 ）  

 

国税関係帳簿 

国税関係書類 
の電磁的記録等による保存等の承認申請の却下通知書 

 
１ 使用目的 

「国税関係帳簿 
の電磁的記録等による保存等の承認申請の却下通知書」は、電帳法の規定に基づく承認申請について、 国税関係書類」 

その全部又は一部の却下をする場合に使用する。 

なお、通知書は、複写により２部作成し、１部を決議書に添付し、他の１部を申請者に送付する。 

(注)1 帳簿に係る通知と書類に係る通知は別葉とする。 

2 帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る承認申請を却下する場合（例えば、一部の帳簿について

電帳法第４条第１項の承認申請の却下を、また、他の帳簿について電帳法第５条第１項の承認申請の却下をする場

合）には、別葉とする。 

3 一部却下の通知書を作成する場合には、併せて、一部承認の通知書を作成することに留意する。 

２  記載要領 

項  目 内               容 

標 題 

 

 

「国税関係帳簿        「その全部   「国税関係帳簿 
並びに通知文の      及び        の各箇所については、 国税関係書類」         下記１」   国税関係書類」 

却下の態様に応じて不要な文字を二重線で抹消する。 

か ら 申請者に応じて「貴法人」､「あなた」又は「貴団体」等と記載する。 

平成 

 年  月 日付 

この承認に係る申請書が提出された年月日を記載する。 

 

第   条第   項 申請書の本文に記載された承認の適用条項を記載する。 

（同法第９条におい

て準用する） 

 

申請書の本文に記載された承認の適用条項が電帳法第４条第１項又は同条第２項である場合

には二重線で抹消し、同法第５条第１項、同条第２項又は同条第３項である場合には、「 （」

及び「) 」を二重線で抹消する。 

第６条第３項 

第  号 

却下の理由に応じて、電帳法第６条第３項の該当項を記載する。 

 

却 下 の 対 象 

 

 

申請の一部を却下する場合に、その対象とする国税関係帳簿書類の名称等を、申請書に記載

された名称等に基づいて記載する。 

(注) 申請の全部を却下する場合には、｢1 却下の対象」を二重線で抹消する。 

却 下 の 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

却下の理由を記載する。 

この場合、却下対象の国税関係帳簿書類について、 

① 電帳法第６条第３項第１号該当の場合には、同号に規定された各事実 

②     〃    第２号該当の場合には、電磁的記録の備付け又は保存が同法第４条第

１項又は第２項に規定する財務省令第３条第１項又は第２項等に定めるところに従って行わ

れないと認められる相当な理由 

があることを、却下対象の国税関係帳簿書類に応じて（複数の国税関係帳簿書類を却下対象と

する場合で、却下の事由が同じであるときは、取りまとめて)､具体的に記載することに留意す

る。 

(注) この箇所に書ききれない場合は､｢別紙のとおり｣と記載し、別紙に上記の内容を記載す

る。 

調査担当者の表示 

 

 

「この通知に係る処分は、   の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所は、国税

局の職員の調査に基づいて行う処分である場合には、その国税局名を記入し、その他の場合に

は、この欄の全部を二重線で抹消する。 

（ 同 左 ）  

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 122） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 122） 

 
 

 

 
  

教 示 文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留意す

る。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる保存義務

者の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる保存義務

者の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2 条第 6 項(定義)

に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便の役務

のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 
  

教 示 欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留意す

る。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる保存義務

者の納税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる保存義務

者の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当

該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2 条第 6 項(定義)

に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便の役務

のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 123） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 123） 

 
 

 

国 税 関 係 帳 簿

国 税 関 係 書 類
の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書

 

１ 使用目的 

「国税関係帳簿 
の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書」は、電子帳簿保存法第８条第１項又は第９条におい 国税関係書類」 

て準用する第８条第１項の規定により、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認の全部又は一部の取消しをす

る場合に使用する。 

なお、通知書は教示文とともに、複写により２部作成し、１部を決議書に添付し、他の１部を申請者に送付する。 

(注)1 帳簿、書類及びスキャナ保存に係る通知はそれぞれ別葉とする。 

2 帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る取消しを行う場合には、別葉とする。 

２  記載要領 

項  目 内               容 

標 題 「国税関係帳簿 
の各箇所については、取消しの態様に応じて不要な文字を二重線で抹消する。 国税関係書類」 

第８条第１項 

第   号 

取消しの理由に応じて電帳法第８条第１項の該当号を記載する。 

（同法第９条にお

いて準用する） 

承認の適用条項が電帳法第４条第１項、同条第２項又は同条第３項である場合には二重線で抹消し、

同法第５条第１項、同条第２項又は同条第３項である場合には、「 （」及び「) 」を二重線で抹消す

る。 

取 消 し の 対 象 取消しの対象とする国税関係帳簿書類の承認時の申請書又は承認通知書に基づいて、その名称等、

承認の適用条項及び承認年月日（みなし承認の場合にはみなし承認年月日）を記載する。 

取 消 し の 理 由 取消の理由を記載する｡ 

この場合、取消対象の国税関係帳簿書類について、 

① 法第８条第１項第１号該当の場合は、電磁的記録の備付け又は保存が行われていない事実 

②   〃    第２号該当の場合は、電磁的記録の備付け又は保存が同法第４条第１項、第２項

又は第３項に規定する財務省令第３条第１項から第６項に定めるところに従って行われていない事

実 

があることを、取消対象の国税関係帳簿書類に応じて（複数の国税関係帳簿書類を取消しの対象とな

る場合で、取消しの事由が同じであるときは、取りまとめて)､具体的に記載することに留意する。 

(注) この箇所に書ききれない場合は､｢別紙のとおり｣と記載し、別紙に上記の内容を記載する。 

調査担当者の表示 「この通知に係る処分は、   の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所は、国税局の職

員の調査に基づいて行う処分である場合には、その国税局名を記入し、その他の場合には、この欄の

全部を二重線で抹消する。 

教 示 文 処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる保存義務者の納

税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当該税務

署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる保存義務者の納

税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当該国税

局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 
３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2 条第 6 項(定義)に

規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便の役務のう

ち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

国 税 関 係 帳 簿

国 税 関 係 書 類
の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書

 

１ 使用目的 

「国税関係帳簿 
の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書」は、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等 国税関係書類」 

の承認の全部又は一部の取消しをする場合に使用する。 

 

なお、通知書は、複写により２部作成し、１部を決議書に添付し、他の１部を申請者に送付する。 

(注)1 帳簿に係る通知と書類に係る通知は別葉とする。 

2 帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項に係る取消しを行う場合には、別葉とする。 

２  記載要領 

項  目 内               容 

標 題 「国税関係帳簿 
の各箇所については、取消しの態様に応じて不要な文字を二重線で抹消する。 国税関係書類」 

第８条第１項 

第   号 

取消しの理由に応じて電帳法第８条第１項の該当号を記載する。 

（同法第９条にお

いて準用する） 

承認の適用条項が電帳法第４条第１項、同条第２項である場合には二重線で抹消し、同法第５条第

１項、同条第２項又は同条第３項である場合には、「 （」及び「) 」を二重線で抹消する。 

取 消 し の 対 象 取消しの対象とする国税関係帳簿書類の承認時の申請書又は承認通知書に基づいて、その名称等、

承認の適用条項及び承認年月日（みなし承認の場合にはみなし承認年月日）を記載する。 

取 消 し の 理 由 取消の理由を記載する｡ 

この場合、取消対象の国税関係帳簿書類について、 

① 電帳法第８条第１項第１号該当の場合は、電磁的記録の備付け又は保存が行われていない事実 

②     〃    第２号該当の場合は、電磁的記録の備付け又は保存が同法第４条第１項又は

第２項に規定する財務省令第３条第１項又は第２項等に定めるところに従って行われていない事実 

があることを、取消対象の国税関係帳簿書類に応じて（複数の国税関係帳簿書類を取消しの対象とな

る場合で、取消しの事由が同じであるときは、取りまとめて)､具体的に記載することに留意する。 

(注) この箇所に書ききれない場合は､｢別紙のとおり｣と記載し、別紙に上記の内容を記載する。 

調査担当者の表示 「この通知に係る処分は、   の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白箇所は、国税局の職

員の調査に基づいて行う処分である場合には、その国税局名を記入し、その他の場合には、この欄の

全部を二重線で抹消する。 

教 示 欄 処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる保存義務者の納

税地を管轄する税務署名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当該税務

署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる保存義務者の納

税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、当該国税

局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

 
３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第 2 条第 6 項(定義)に

規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便の役務のう

ち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 201） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 201） 

 
 

 

外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書 

交 付 （ 追 加 ） 申 請 書 の 記 載 要 領 等 
 
１ 初めて申請書を提出する場合には、標題の｢(追加)｣を抹消した上、次により記載してください。 

(1) 「名称」、「所在地」及び「代表者その他の責任者の氏名」の各欄には、申請者の氏名又は名称、日本国内にある主た

る事務所の所在地及びその事務所の代表者又は責任者の氏名を記載してください。 

(2) 「納税管理人の氏名」欄には、申請者である非居住者が届け出た納税管理人が上記(1)の責任者と異なるときは、そ

の納税管理人の氏名を記載してください。 

(3) 「①」欄には、交付を受けようとする証明書の種類に応じて該当する法条のボックスをチェックし、交付を受けよう

とする証明書の部数を□内に記載してください。 

(4) 「②」欄には、外国法人である場合は、国外にある本店又は主たる事務所の所在地を、また、非居住者である場合は、

国外にある住所を記載してください。 

(5) 「③」欄には、証明書の交付を受けようとする非居住者が国内に居所を有している場合には、その居所を記載してく

ださい。 

(6) 「④」欄には、法人税又は所得税の納税地にある事務所等について、この欄に掲げてある届出書を提出した年月日を

記載してください。 

(7) 「⑤」欄には、申請者が法人である場合に、法人税の納税地にある事務所等について、この欄に掲げてある登記をし

た年月日を記載してください（所得税法第180条第１項に掲げる法人にあっては、その営業所の登記をしている必要が

あります。）。 

なお、登記をすることができない場合には、その事情を記載してください。 

(8) 「⑥」欄には、源泉徴収の免除を受けようとする所得が申請者の法人税又は総合課税に係る所得税を課される所得の

うちに含まれるものである事情を記載してください。 

(9) 「⑦」欄には、法令で定められたところにより帳簿に記録する旨を、該当する法令のボックスをチェックすることに

より表明してください。 

(10) 「⑧」欄には、源泉徴収の免除を受ける所得の支払を受ける事務所等が国外にある場合に限り、次の事項を記載して

ください。 

イ 国外にある事務所等が、その所得の支払を受ける都度、国内にある事務所等に対し法人税又は所得税の申告を適正

に行うため必要な事項を通知する時期、方法など 

ロ イにより通知を受けた事務所等が通知された事項を記録する帳簿の種類 

(11) 「⑨」欄には、「④」欄の届出書に記載した事業の内容がこの申請書の提出時における事業の内容と異なっていると

きは、その現在の事業の概要を記載してください。 

(12) 「⑩」欄は、次により記載してください。 

イ 「所得の支払者の氏名・名称」から「支払を受ける事務所等の名称及び所在地」までの各欄は、証明書を提示しよ

うとする所得のうち主たるものの支払者のそれぞれについて記載してください。この場合において､｢支払を受ける所

得の種類」欄には、支払を受ける所得の種類について、例えば､｢工業所有権の使用料｣､「貸付金利子｣､「利子等｣､

「配当等」のように記載してください。 

ロ 「所得の支払を受ける事務所等の名称及び所在地」欄には、源泉徴収の免除を受けようとする所得を受領する事務

所等の名称及び所在地を記載してください。 

(13) 「⑪」欄には、証明書の交付を受けようとする外国法人が、租税特別措置法第８条第１項に規定する金融機関に該当

し、当該外国法人の国外の営業所が支払を受ける利子等について同項の適用を受けようとする場合に、同項の適用を受

ける利子又は利益の分配のうち主たるものの支払者の名称、その事務所等の支払の場所及びその支払を受ける事務所等

の名称、所在地並びに支払を受ける見込期間を記載してください。なお、上記の金融機関に該当することを明らかにす

る書類（銀行法第４条第１項又は保険業法第185条第１項の免許などを受けていることを証する書類の写し）を添付し

てください｡ 

(14) 「⑫」欄には、証明書の交付を受けようとする外国法人が所得税法第180条第１項第２号若しくは第３号に規定する

外国法人に該当する場合又は非居住者が同法第 214 条第１項第２号若しくは第３号に規定する非居住者に該当する場

合に、この証明書により同項の適用を受けようとする国内源泉所得がその法人（者）のこれらの号に掲げる国内源泉所

得に該当する事情を記載してください。 

(15) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押印してく

ださい。 

(16) 「※」欄は、記載しないでください。 

２ 追加申請書を提出する場合には、標題の｢(追加)｣を○で囲み､｢①｣及び「⑩」又は「⑪」の各欄と、その他の欄で前に提

出した申請書に記載した事項に異動があったものだけについて、１に準じて記載してください。 

外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書 

交 付 （ 追 加 ） 申 請 書 の 記 載 要 領 等 
 
１ 初めて申請書を提出する場合には、標題の｢(追加)｣を抹消した上、次により記載してください。 

(1) 「名称」、「所在地」及び「代表者その他の責任者の氏名」の各欄には、申請者の氏名又は名称、日本国内にある主た

る事務所の所在地及びその事務所の代表者又は責任者の氏名を記載してください。 

(2) 「納税管理人の氏名」欄には、申請者である非居住者が届け出た納税管理人が上記(1)の責任者と異なるときは、そ

の納税管理人の氏名を記載してください。 

(3) 「①」欄には、交付を受けようとする証明書の種類に応じて該当する法条のボックスをチェックし、交付を受けよう

とする証明書の部数を□内に記載してください。 

(4) 「②」欄には、外国法人である場合は、国外にある本店又は主たる事務所の所在地を、また、非居住者である場合は、

国外にある住所を記載してください。 

(5) 「③」欄には、証明書の交付を受けようとする非居住者が国内に居所を有している場合には、その居所を記載してく

ださい。 

(6) 「④」欄には、法人税又は所得税の納税地にある事務所等について、この欄に掲げてある届出書を提出した年月日を

記載してください。 

(7) 「⑤」欄には、申請者が法人である場合に、法人税の納税地にある事務所等について、この欄に掲げてある登記をし

た年月日を記載してください（所得税法第180条第１項に掲げる法人にあっては、その営業所の登記をしている必要が

あります。）。 

なお、登記をすることができない場合には、その事情を記載してください。 

(8) 「⑥」欄には、源泉徴収の免除を受けようとする所得が申請者の法人税又は総合課税に係る所得税を課される所得の

うちに含まれるものである事情を記載してください。 

(9) 「⑦」欄には、法令で定められたところにより帳簿に記録する旨を、該当する法令のボックスをチェックすることに

より表明してください。 

(10) 「⑧」欄には、源泉徴収の免除を受ける所得の支払を受ける事務所等が国外にある場合に限り、次の事項を記載して

ください。 

イ 国外にある事務所等が、その所得の支払を受ける都度、国内にある事務所等に対し法人税又は所得税の申告を適正

に行うため必要な事項を通知する時期、方法など 

ロ イにより通知を受けた事務所等が通知された事項を記録する帳簿の種類 

(11) 「⑨」欄には、「④」欄の届出書に記載した事業の内容がこの申請書の提出時における事業の内容と異なっていると

きは、その現在の事業の概要を記載してください。 

(12) 「⑩」欄は、次により記載してください。 

イ 「所得の支払者の氏名・名称」から「支払を受ける事務所等の名称及び所在地」までの各欄は、証明書を提示しよ

うとする所得のうち主たるものの支払者のそれぞれについて記載してください。この場合において､｢支払を受ける所

得の種類」欄には、支払を受ける所得の種類について、例えば､｢工業所有権の使用料｣､「貸付金利子｣､「利子等｣､

「配当等」のように記載してください。 

ロ 「所得の支払を受ける事務所等の名称及び所在地」欄には、源泉徴収の免除を受けようとする所得を受領する事務

所等の名称及び所在地を記載してください。 

(13) 「⑪」欄には、証明書の交付を受けようとする外国法人が、租税特別措置法第８条第１項に規定する金融機関に該当

し、同項の適用を受けようとする場合に、同項の適用を受ける利子又は利益の分配のうち主たるものの支払者の名称、

その事務所等の支払の場所及びその支払を受ける事務所等の名称、所在地並びに支払を受ける見込期間を記載してくだ

さい。なお、上記の金融機関に該当することを明らかにする書類（銀行法第４条第１項又は保険業法第185条第１項の

免許などを受けていることを証する書類の写し）を添付してください｡ 

 

(14) 「⑫」欄には、証明書の交付を受けようとする外国法人が所得税法第180条第１項第２号若しくは第３号に規定する

外国法人に該当する場合又は非居住者が同法第 214 条第１項第２号若しくは第３号に規定する非居住者に該当する場

合に、この証明書により同項の適用を受けようとする国内源泉所得がその法人（者）のこれらの号に掲げる国内源泉所

得に該当する事情を記載してください。 

(15) 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合は、その税理士等が署名押印してく

ださい。 

(16) 「※」欄は、記載しないでください。 

２ 追加申請書を提出する場合には、標題の｢(追加)｣を○で囲み､｢①｣及び「⑩」又は「⑪」の各欄と、その他の欄で前に提

出した申請書に記載した事項に異動があったものだけについて、１に準じて記載してください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 206） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 206） 

 
 

 

 

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が 

証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出書の記載要領等 

 

１ 「名称」､「所在地」及び「代表者その他の責任者の氏名」の各欄には、日本における法人税又は所

得税の納税地にある事務所等の名称、所在地及び代表者その他の責任者の氏名をそれぞれ記載してくだ

さい。 

なお、「納税管理人」欄は、届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときに、その納税管理人の氏

名を記載してください。 

２ 「①」欄は、証明書の交付の要件に係る規定、及び交付を受けていた証明書の交付年月日、部数及び

証明書番号をそれぞれの空欄に記載してください。 

３ 「②」欄には、届出者が、所得税法施行令第304条又は同令第330条に掲げる要件に該当しなくなっ

たことの事情の詳細を記載してください。 

４ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署

名押印してください。 

５ 「※」欄は、記載しないでください。 

 

源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が 

証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出書の記載要領等 

 

１ 「名称」､「所在地」及び「代表者その他の責任者の氏名」の各欄には、日本における法人税又は所

得税の納税地にある事務所等の名称、所在地及び代表者その他の責任者の氏名をそれぞれ記載してくだ

さい。 

なお、「納税管理人」欄は、届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときに、その納税管理人の氏

名を記載してください。 

２ 「①」欄は、証明書の交付の要件に係る規定、及び交付を受けていた証明書の交付年月日、部数及び

証明書番号をそれぞれの空欄に記載してください。 

３ 「②」欄には、届出者が、所得税法第180条第１項、同法第214条第１項又は租税特別措置法施行令

第３条の３第１項に規定する要件に該当しなくなったことの事情の詳細を記載してください。 

４ 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署

名押印してください。 

５ 「※」欄は、記載しないでください。 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 209） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 209） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（同 左） （省 略） 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 210） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 210） 

 
 

 

（省 略） （同 左） 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 211）                  （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 211）                  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

（省 略） （同 左） 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 214） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 214） 

 
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 214） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 214） 

 
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 214） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 214） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 219） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 219） 

 
 

 

（省 略） （省 略） 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 221） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 221） 

 
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 221） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 221） 

 
 

 



 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 221） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について 221） 

 
 

 




